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公立大学法人横浜市立大学の第１期中期目標期間の 

業務実績に関する評価結果の概要について 

 

地方独立行政法人法に基づき平成23年６月30日に公立大学法人横浜市立大学から第１期中期

目標期間（平成 17～22 年度）の実績報告書が設立団体の長である市長に提出されました。 

それを受けて、横浜市公立大学法人評価委員会が業務の実績に関する評価を行い、平成 23 年

10 月 24 日にその結果が市長に提出されましたので報告いたします。 
 

参考：地方独立行政法人法（抜粋） 

第28条 

３ 評価委員会は、（中略）遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知しなければなら

ない。（後略） 

４ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項（中略）を設立団体

の長に報告するとともに、公表しなければならない。 

５ 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。 

第29条  地方独立行政法人は、中期目標の期間の終了後3月以内に、（中略）当該中期目標に係る事業報告書を設立

団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。 

第30条  地方独立行政法人は、（中略）中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなけ

ればならない。  

３ 第 28条第3項から第5項までの規定は、第1項の評価について準用する。 

 

１ 評価結果の概要 

  (1) 総論（業務実績の評価P1） 

・自主性、自律性を活かしつつ、教育・研究・診療はもとより、法人運営の全般にわた

り、さまざまな努力が重ねられ、その成果も徐々に現れはじめつつある。 

・特に、地域貢献の組織的・積極的な推進、学生支援の取組、附属２病院における医療

サービスの向上、地域の医療機関との連携強化などの取組を積極的に進めたことは評

価できる。 

・一方、期間中にはいくつかの不祥事や事件、組織内部における混乱などが発生した。

市民の信頼を大きく損なうことはもとより、法人運営のあり方自体について、法人構

成員にも不安を抱かせかねないことであり、極めて遺憾といわざるを得ない。 

・経営陣の責任と権限を明確にした適正なガバナンスの構築と法人運営への確かな信頼

感の醸成、教職員一人ひとりのコンプライアンス意識のさらなる徹底、学内コミュニ

ケーションの一層の円滑化など、より適正な法人運営を確立するための取組を改めて

強く望みたい。 

政策・総務・財政委員会資料 

平 成 2 3 年 1 2 月 1 3 日 

政 策 局 
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(2) 各論 

ア 大学の運営に関する目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価結果】（業務実績の評価P2～P3） 

中期目標・中期計画は概ね達成されたと認められる。 

「研究院」構想が当初意図した機能を十分に発揮できなかったことや、理学系及

び医学系の分野にわたる生命科学分野の再編など、一部の取組に遅れが見られたも

のの、教育、研究への取組はほぼ順調に進み、特に「学生中心」という基本方針の

もと学生支援への各種取組が積極的に進められたことは評価したい。 

 

【特筆すべき取組】 

・理学・商学・国際文化学の３学部を国際総合科学部に統合した 

・医学部において、医学科30 人、看護学科10 人の入学定員増を実施した 

・学生の声を大学運営に適切に反映させる取組を重ね、キャンパスアメニティの向上、

授業料減免制度の改善などにつなげた              など 計５項目 

【取組を強化すべき事項】 

・特に医療への貢献を意識した生命医科学分野の教育研究を総合的に推進し、国際的な

競争力を強化していくための具体的取組を進めること 

・「研究院」について、第2 期では「学術院」として、学部研究科横断の総合的教育研

究推進体制としての機能の確保、充実を図ること 

・ＧＰＡによる成績評価制度を早期に実現すること         など 計５項目 

【法人からの報告内容（抜粋）】（実績報告書P2～6） 

・生命医科学研究分野において、医学研究科と生命ナノシステム科学研究科の一部を統合

した新しい研究科の設置に向けて検討を行った。 

・既存の研究領域の枠を越えた領域横断的な研究分野を開拓し、社会のニーズに対応した

柔軟な教育・研究体制を構築するため設置した「研究院」においては、教育面における

学部・研究科等の連携が進まなかったため、名称を学術院と改め、組織を再編した。 

・学生の交流スペースの拡充、老朽化した施設・アメニティの改修・整備等に取り組んだ

ほか、経済的支援策として授業料の減免制度の改善等に取り組んだ。 

 

（主な指標の状況） 

国家試験合格率：医師 96％(6 年間平均) 看護師 100％(3 年間平均)  

保健師 99％(3 年間平均)  

国際総合科学部２年次終了時 PE 単位取得率：Ｈ18：70.6％→Ｈ22：89.0％ 

研究費獲得実績：H17：849 件・約 18 億円 → H22：1,241 件・約 27 億円 
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イ 地域貢献に関する目標  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法人からの報告内容（抜粋）】（実績報告書P6） 

・地元企業や研究機関との共同研究等を通じ、研究成果や知的財産の産業界への還元を進

めるとともに、学生による横浜市中期４か年計画に対する政策提言や横浜市の都心臨海

部・インナーハーバー整備構想への参画など、多くの政策提言を実施するとともに、横

浜市の審議会等に本学教員が有識者として参画するなど、横浜市のシンクタンク機能と

して取り組んだ。 

・エクステンション講座や市民医療講座等、市民に向けた生涯学習機会の提供、高大連携

などの取組を実施した。 

 

（主な指標の状況） 

生涯学習講座開催実績：H17  66講座 208回 参加者延べ人数11,149人 

              H22 162講座 562回 参加者延べ人数16,527 人 

【評価結果】（業務実績の評価P4） 

中期目標・中期計画を上回る成果をあげたと認められる。 

市の政策への提言、生涯学習講座の充実などを進め、平成22年度に新聞社の「大

学の地域貢献度ランキング」で全国２位にランクされたことは、それらの積極的な

取組が広く社会に認められたものとして、高く評価したい。 

 

【特筆すべき取組】 

・平成21 年４月に地域貢献センターを設置し、都市政策部門、生涯学習部門の２分野を

設け、組織的かつ積極的な地域貢献活動を進めた 

・エクステンション講座や市民医療講座等、生涯学習講座の延べ受講者数が平成17年度

の11,149 人から平成22 年度の16,527 人へと大幅に増加した     計２項目 

【取組を強化すべき事項】 

・教育研究や医療をはじめとする法人の全活動に共通した目標として、全教職員が一丸

となってさらにその推進に取り組むこと               計１項目 
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ウ 国際化に関する目標  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法人からの報告内容（抜粋）】（実績報告書P7） 

・平成 21 年度に国際化の方向性を示す「国際化に関するミッション・ステートメント」

を策定し、将来のビジョンの明確化を図った。 

・平成 21 年度にアカデミック・コンソーシアム（市大を中心に設立した、主にアジア地

域の都市にある大学及び世界銀行等の国際機関との連携団体）を立ち上げ、アジアを中

心とした海外の都市と大学の交流を拡充するなど、国際的な活動のインフラ整備を行っ

た。 

 

（主な指標の状況） 

留学生数：H17 146 人 → H22 152 人 

プログラムなどによる海外派遣者数：H17 29 人 → H22 231 人 

協定締結校数：H17 6 校 → H22 12 校 

【評価結果】（業務実績の評価P5） 

中期目標・中期計画は概ね達成されたと認められる。 

法人全体の国際化戦略であるミッション・ステートメントを策定し、国際化のビ

ジョンと戦略課題の明確化、具体化に着手し始めていることは評価できる。 

 

【特筆すべき取組】 

・平成21 年度に「ミッション・ステートメント」を策定し、国際化のビジョンと戦略課

題を明示するとともに、アカデミック・コンソーシアムを立ち上げるなど、その具体

化に着手した                        など 計２項目 

【取組を強化すべき事項】 

・ミッション・ステートメントに掲げられている課題は極めて多岐にわたっていること

から、今後その絞込みや推進方法等についてさらに工夫すること 

・学位の質の確保に留意しつつ、留学生・海外派遣学生の計画的増加に向けての環境整

備をさらに積極的に推進すること               など 計３項目 
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エ 附属病院に関する目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法人からの報告内容（抜粋）】（実績報告書P7～11）  

・高度先進的医療を提供する大学病院としての使命を果たすため、高額な医薬品や診療材

料の使用が増えており、計画通りの医薬材料費比率の縮減とはならなかったが、後発医

薬品の積極的な採用、適切な発注管理などにより、医薬材料費抑制を積極的に進め、医

療安全やサービスの質を保ちつつ、計画をやや上回る運営交付金の縮減を達成した。 

・ワンストップサービスを行うための総合相談窓口を設置し、患者の満足度向上を図ると

ともに、紹介率・逆紹介率の向上による地域医療機関との連携や役割分担の明確化を推

し進めることができた。 

 

（主な指標の状況） 

医薬材料費比率(H22)：附属 34.2％(目標 32％以下) センター33.5％(目標 28％以下) 

人件費比率(H22)  ：附属 50.7％(目標 56％以下) センター47.0％(目標 55％以下) 

紹介率(H22)    ：附属 75.1％(目標 60％以上) センター91.0％(目標 64％以上) 

逆紹介率(H22)   ：附属 41.6％(目標 40％以上) センター54.5％(目標 40％以上) 

【評価結果】（業務実績の評価P6） 

中期目標・中期計画は概ね達成されたと認められる。 

医業収入の大幅な増収による健全な病院経営の確立に努めたほか、医療サービス

の向上に向けた取組、地域医療機関との連携の強化など、大学附属病院として期待

される役割を着実に果たしていることは評価したい。 

 

【特筆すべき取組】 

・患者数の増加、医療単価の向上に努め、計画に対して大幅な増収を図った。また、人件

費比率は中期計画に定めた目標を達成した 

・ワンストップサービスのための総合相談窓口の設置、診療・会計待ち時間の短縮を進め

るなど、患者満足度の向上に努めた 

・地域医療機関との連携の強化や役割分担の明確化を進め、紹介率、逆紹介率とも中期計

画を上回る成果をあげた                    など 計８項目 

【取組を強化すべき事項】 

・医療の質の維持に配慮しつつ、後発医薬品の利用促進、一部医薬品の共同購入、価格交

渉の強化などの取組を推進し、医薬材料費比率の目標達成を図ること 

など 計２項目 
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オ 法人の経営に関する目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法人からの報告内容（抜粋）】（実績報告書P12～14） 

・附属2 病院の経営の効率化や大学の学費改定、外部研究費等の拡充のほか、財務状況の

把握･分析とともに、計画的な予算執行による節減に努め、計画どおり運営交付金を縮減

した。 

・学位授与に伴う謝礼金授受、奨学寄附金の会計上の不適切な執行、センター病院医師に

よる麻薬の不正使用や医学部教授の学生への暴力事件等、大学への信頼を失墜させるよ

うな不祥事があった。大学としてこのような不祥事が複数発生したことを猛省し、大学

経営の健全化と市民の信頼回復に向け、理事長・学長をトップとした経営管理体制の再

構築が第２期の課題である。 

 

（主な指標の状況） 

運営交付金交付実績：H17：142億円 → H22：112.7億円 

人件費比率(大学部門H22実績)：52.6％(目標 50％以下)  

固有職員割合：H17：3.9％（事務系2.5％） → H23：56.7％(事務系89.7％) 

【評価結果】（業務実績の評価P7） 

中期目標・中期計画は概ね達成されたと認められる。 

月次決算など財務分析の精緻化による経営管理の強化、外部資金獲得額の増加に

よる財務基盤の強化、任期制・年俸制・教員評価制度といった新たな人事制度の構

築と実践に努めるなど、改善が進んだ取組も見られ、評価できる。 

一方で、第1 期最終年度まで続発した一連の不祥事等は、社会からの信用を大

きく損ねるばかりでなく、中期目標・中期計画達成の前提である、理事長・学長等

の適切なガバナンスの構築や全教職員のコンプライアンス意識の徹底、学内におけ

るコミュニケーションの円滑化が十分進んでいない結果と考えられる。第２期にお

いては、最優先課題としてこれらへの取組を強力に推進されたい。 

 

【特筆すべき取組】 

・附属２病院の経営の効率化とともに、財務分析・予算統制など財務状況の的確な把握・

分析を通じた経営管理の改善に努め、運営交付金の計画的削減や老朽化した施設設備

の更新等を進めた 

・教員評価制度、年俸制、任期制など、新たな人事制度の構築と実践を進めるとともに、

組織体制の簡素・効率化と市派遣職員の段階的削減に取り組んだ 

 など 計３項目 
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カ 自己点検・評価、認証評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標及び 

その他業務運営に関する重要目標  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法人からの報告内容（抜粋）】（実績報告書P14～15） 

・中期計画・年度計画の自己点検・評価を行うことを目的に設置した大学評価本部のもと、

進捗状況調査の実施や実績報告書の作成を行った。また、学校教育法で 7年に 1 度の受

審が義務付けられている大学機関別認証評価を平成 21 年度に受審し、「大学評価・学位

授与機構が定める大学評価基準を満たしている。」と評価された。 

【取組を強化すべき事項】 

・適正なガバナンスの構築、教職員のコンプライアンス意識の徹底、また、学内における

コミュニケーションの一層の円滑化を進め、一連の不祥事により損なった社会的信頼回

復及び法人運営への不安感の払拭にさらに強力に取り組むこと 

・教職員の人事管理に関する諸制度の整備に向けてさらに積極的に取り組むこと 

                                  など 計３項目 

【評価結果】（業務実績の評価P8） 

中期目標・中期計画は概ね達成されたと認められる。 

 

【特筆すべき取組】 

・中期計画の達成に向け、毎年度計画に則り自己点検・評価を重ね、評価結果を大学運営、

教育・研究・診療の改善、充実に反映させる体制が徐々に整い、機能しはじめている 

                                   計１項目 

【取組を強化すべき事項】 

・平成21年度に発生した個人情報漏えい事故を踏まえ、教職員の個人情報に関するさらな

る意識向上を図ることはもとより、勤務環境の改善等を含め、法人としての総合的な個

人情報の適正管理の徹底を図ること               など 計２項目 
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キ 予算、収支計画及び資金計画等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 参考：評価委員会について（業務実績の評価 目次下段） 

(1) 設置の目的 

法人の業務の実績に関する評価等を行うため、平成16年 12月に評価委員会を設置 

 

(2) 設置根拠 

地方独立行政法人法第11条 

第 11条  設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、執行機関の附属 

機関として、地方独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）を置く。 

 

(3) 委員構成 

 氏  名 役  職  等 

委員長 川 村 恒 明 公益財団法人神奈川芸術文化財団 顧問 

蟻 川 芳 子 日本女子大学 学長 

岸      勲 日本公認会計士協会神奈川県会 相談役 

桐 野 髙 明 独立行政法人国立国際医療研究センター 理事長 
委 員 

山 上    晃 横浜商工会議所 顧問 

 

(4) 開催状況 

ア 第 36回評価委員会 （平成23年４月28日開催） 

イ 第 37回評価委員会 （平成23年６月28日開催） 

ウ 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター視察（平成23年７月４日開催） 

エ 第 38回評価委員会 （平成23年 7月４日開催） 

オ 第 39回評価委員会 （平成23年 8月５日開催） 

カ 第 40回評価委員会 （平成23年 8月 22日開催） 

キ 第 41回評価委員会 （平成23年 10月 24日開催） 

【評価結果】（業務実績の評価P9） 

受託研究収入等の外部資金や医業収入等を計画以上に増加させるとともに、一般

管理費を中心に経費の節減に努めた結果、計画を上回る運営交付金の圧縮を行いつ

つ、目的積立金を計上したことは、予算統制など計数管理が精緻化し、経営の中に

浸透してきたことが窺われ、経営上の努力が認められる。 

なお、第2期において目的積立金が発生した際には、市民の税金により公的に支

えられている法人であることを踏まえ、その生じた原因を詳細に分析し、教育研究、

診療活動のさらなる充実・発展といった公立大学法人経営の理念に基づく有効な活

用方法を検討すべきである。 


















































































































